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ＮＯ！カスハラ カスハラ防止措置が事業主の義務となります 

 

事業主の皆様へ（全企業が対象です）  

令和７年６月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラスメ

ントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必

要な措置を講じることが事業主の義務となります！ 

（施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日） 

 

● カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。 

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、 

②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、 

③労働者の就業環境を害すること。 

 

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。 

 

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211 

関係資料：別添１（カスタマーハラスメント対策リーフレット） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場におけるハラスメント対策研修動画を活用しましょう 

 

厚生労働省では、ハラスメント防止措置やハラスメントに関する効果的・効率的な相

談対応や事実確認方法などに関する知識と理解を深めるため、ハラスメント対策の総合

情報サイト「あかるい職場応援団」に次の７種類の研修動画を作成し、オンデマンドで

配信していますので、社内研修等で活用しましょう。  

  

Ⅰ．職場におけるハラスメント対策（事業主向け）[46:27]  

Ⅱ．職場におけるハラスメント対策（相談窓口担当者向け）[37:16]  

Ⅲ．カスタマーハラスメント対策[34:11]  

ⅳ．就活ハラスメント対策[34:37]  

ⅴ-1.職場におけるハラスメント対策・基礎知識編（社労士向け）[59:21]  

ⅴ-2.職場におけるハラスメント対策・事例・判例紹介編（社労士向け）[1:11:50]  

ⅴ-3.職場におけるハラスメント対策・取組の意義・周辺知識編（社労士向け）[28:26] 

 

詳細は、「あかるい職場応援団」を参照ください。 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/events 

 

 

 

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211 



 

 

 

 

時間単位の年次有給休暇を導入しましょう！ 

 

年次有給休暇は原則１日単位ですが、労使協定の締結により、年５日の範囲内で、時

間単位での取得が可能となります（労働基準法第３９条第４項）。 

 治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさ

まざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を

導入しましょう。 

 

詳細は、「働き方・休み方改善ポータルサイト」を参照ください。 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/time-unit.html 
 

 

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211 

関係資料：別添２（時間単位年次有給休暇リーフレット） 













● 職場環境が明るくなり、従業員から笑顔が出るようになり
ました。

● 会社としてカスタマーハラスメントに対する姿勢を示したこと
で従業員の安心感が生まれました。

カスタマーハラスメント対策に取り組むことによるメリット

カスハラ対策が、職場環境の向上につながる！

● 複数名で状況を把握できるようになり、迷惑行為を迅速に確認
し、対応できるようになりました。

● 対応方法を明示することで従業員が働きやすくなりました。
● 顧客対応のノウハウが整理でき、経験を培うことができました。
● 顧客対応に関連する訓練、研修の受講後は、落ち着いて対応が
できるようになりました。

取組を進める企業からの「声」

従業員への影響

従業員を守ることを行動で示し、職場環境が向上！
その他、従業員を守るということを行動で示す大事さを会社組織として再認識できる、人材の確保が難しい
中、カスタマーハラスメント対応等により職場環境をよくすることで被害者を減らすことにつながるといった声も
寄せられています。

カスタマーハラスメントに関するお問い合わせは https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
開庁時間  ８時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ

こちら の資料もご覧ください

企業においては、カスタマーハラスメント対策を進めることで、 前向きな効果が期待でき、カス
タマーハラスメント対策に取り組む意義は大きいと考えられます。

 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

（令和6年１１月作成）

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/cusuhara_manual.pdf



◎働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

新しい生活様式のためには、新しい働き方と休み方が求められます。
時差通勤には、始業・終業時刻の変更やフレックスタイム制のほか、
時間単位の年次有給休暇の柔軟な活用も考えられます。

（働き方・休み方改善ポータルサイト） （年休取得特設サイト）

新しい働き方・休み方が
始まっています。
時間単位の年次有給休暇を
導入しましょう！

年次有給休暇取得促進特設サイト 検索

働き方の新しいスタイル

テレワークや
ローテーション勤務

時差通勤で
ゆったりと

オフィスは
ひろびろと

会議は
オンライン



　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、
労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
　この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、
事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

●時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

●年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

新しい働き方・休み方を実践するために
年次有給休暇を上手に活用しましょう

1）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

注）就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

2）活用方法
方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

一斉付与方式
交替制付与方式

〈労使協定で定める事項〉
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外と  
　  する場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
② 時間単位年休の日数
　  １年５日以内の範囲で定めてください。

③ 時間単位年休１日分の時間数
　  １日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めて
　  ください。１時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてく
　  ださい。（例）所定労働時間が１日７時間30分の場合は８時間となります。
④ １時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  ２時間単位など１日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を
　  定めてください。

年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定（例）

〇〇株式会社 総務部長    〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

〇〇〇〇年〇月〇日　

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。
（対象者）
第１条 すべての労働者を対象とする。
（日数の上限）
第２条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は５日以内とする。
（１日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休）
第３条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１日の年次有給休暇に相当する時間数を８時間とする。
（取得単位）
第４条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は､１時間単位で取得するものとする。


